
 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

 
北海道産業保安監督部 
 部長 清水 篤人 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

  
関東東北産業保安監督部東北支部 
 支部長 中村 仁 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

  
中部近畿産業保安監督部 
 部長 石垣 宏毅 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

  
中国四国産業保安監督部 
 部長 佐藤 公一 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

  
中国四国産業保安監督部四国支部 
 支部長 上戸 亮 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

経 済 産 業 省 

 
２０１３ＦＹ００３   
平成２５年４月１２日   

  
九州産業保安監督部 
 部長 守屋 猛 殿 

 
経済産業省商務流通保安グループ    

                       電力安全課長 村上 博之     
 
 

発電用風力設備の安全確認について 
 
 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所において発生した風車の落下事故については、

事故調査の結果、別紙のとおり、事故が発生していない設備においても、亀裂が生じるな

どの状況が判明しています。 
本事故については、引き続き調査を実施し、原因究明及び再発防止対策の実施が必要と

なりますが、上記の状況に鑑み、公共の安全の確保の観点から、発電用風力設備の安全管

理に万全を期すため、風車の製造事業者が同発電所と同じ設備の設置者に対し、下記の措

置を講じるよう、要請いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 
① 風車のナセルと支持物の接合部の強度を含めた保安点検及び必要に応じ補修等の対

策を実施すること。その際には、通常実施する点検に加え、タワー上部の溶接部分を

中心に、運転開始以降、当該部位における事故・故障、修理履歴を調査し、当該部位

におけるボルトの破断の発生や交換等を行っている場合は、当該溶接箇所周辺の打音

調査や、塗装表面の調査、更に、浸透探傷試験又は超音波探傷試験を行い、これらの

結果を評価すること。 
② 点検終了までの間、一般公衆の接近防止措置を強化又は必要に応じ運転停止等の適

切な安全確保措置を講じること。 
③ ①及び②の対策を講じた結果を５月１０日を目途に報告すること。 



 

 
（別紙） 

 
平成２５年３月１３日に太鼓山風力発電所で発生した風車落下事故の概要について 

 
１．設置者：京都府 
２．発電所の概要 
（１）発電所名：太鼓山風力発電所 
（２）住所：京都府与謝郡伊根町字野村小字太鼓山地内 
（３）運転開始年月：平成１３年１１月 
（４）出力：４，５００ｋＷ（７５０ｋＷ風車６基） 

３．事故発生概要： 
 （１）事故発生日時：平成２５年３月１３日（水）９時４２分（発見日時） 
 （２）事故事象：風車上部（地上５０ｍ）から風車（ブレード、ナセル）が地上に落下。 
         タワーのナセルを接続するヨーギア付近の溶接箇所から破断 
 （３）事故原因：現在調査中 
４．現在の事故調査状況 

事故が発生した３号機以外の号機（事故後、設置者の判断で各号機を運転停止中）

に対する超音波探傷試験等による詳細点検の結果、事故が発生した３号機と１号機に

おいて、過去タワートップのフランジボルトの破損及び脱落事故発生の経緯や、他の

号機において、タワートップのフランジ溶接付近における３号機破断箇所と同様の箇

所等に、複数の亀裂の存在が確認されたところ。 
  引き続き、事故に係る専門家会議を設置し、事故調査原因及び再発防止対策を検討。 

５．風車の製造事業者：ＬＡＧＥＲＷＥＹ（ラガウェイ）社 
  （同社の７５０ｋＷ級同型機は、現在国内に約１２０基設置され運転中） 
 
 
 


